
 

病気になっても、できるだけ在宅で過ごすことを希望される患者・家族の

ために「在宅医療相談窓口」を開設しています。 

「在宅医療相談窓口」では、市民の皆様からの在宅医療に関する問合せや

在宅医療についての不安に関する相談、医療関係者や介護関係者からの地域

の医療資源等に関する問合せ等に対応していくこととしています。 

 

 

○相談時間 平日の午前 9 時～午後５時 

（但し正午から午後１時までを除く） 

（土日祝および年末年始は休み） 

 

○対  象 市民 または 医療・介護関係者など 

       （いずれも熊本市内にお住まいの方） 

 

○相談方法 電話相談 

 

○電話番号 096-364-2600 

 

○主な相談内容 

 

（例えば） 

・医療処置（点滴・吸引・胃ろうなど）を受けながら、自宅で療養す

ることはできますか？ 

・薬の管理がうまくできないのですが・・・ 

・入院中だけど、自宅に帰りたい・・・  

・自宅で看取りたいのですが、家族の力になってくれるお医者さんは

いませんか  等 

 

 

 

問合せ先 熊本市医療政策課（☎364-3186） 

 


